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労働法の基本的枠組みについて 

１ 労働者と使用者との間の労働関係は、①法令（強

行法規）、②労働協約、③就業規則、④労働契約に

よって規律されています。 

２ 民法の世界では、当事者間の意思の合致によっ

て契約が成立します。契約内容は当事者の意思に

基づいて自由に定めることが可能ですが、当事者

は自らの意思に基づき成立させた契約内容に拘束

されます。 

  もっとも、法律の規定の中には、当事者が自由

な意思に基づいて契約を成立させても、契約を無

効にする規定（強行法規）があり、契約は強行法

規に反してはならないとされています。 

３ 労働法の世界でも、労働者と使用者との間で合

意した労働契約が基本になります（労働契約法６

条）。労働契約は、労働者が労働に従事することを

約束し、使用者が賃金を支払うことを約束する契

約です。 

  もっとも、強行法規である労働基準法（以下「労

基法」といいます）で定める基準に達しない労働

条件を定めた労働契約は、その部分が無効とされ

るとともに、無効となった部分には労基法で定め

る基準が適用されます（労基法１３条）。 

４ さらに、労働法では、労働協約と就業規則とい

う民法にはない２つの規律があります。 

労働協約は、労働組合と使用者との間で締結す

る一定の様式を満たす労働条件等に関する合意で

す。   

就業規則は、使用者が所定の手続を経て作成し

て労働者に周知する労働条件等に関する規則で

す。 

労働協約で定める基準に反する労働契約は、その

部分が無効とされるとともに、無効となった部分に

は労働協約で定める基準が適用されます（労働組合

法１６条）。  

また、就業規則で定める基準に達しない労働条件

を定める労働契約も、その部分が無効とされるとと

もに、無効となった部分には就業規則で定める基準

が適用されます（労働契約法１２条）。 

労働契約に定めがない部分については、労働協約

で定める基準によるとされており（労働組合法１６

条）、また、使用者が労働者採用時に合理的な労働条

件を定めて労働者に周知させていた就業規則で定め

る基準が労働契約の内容になるとされています（労

働契約法７条本文）。 

５ 労働協約は、法令（強行法規）に反してはならな

いと解されています。 

  また、就業規則が法令（強行法規）又は労働協約

に反する場合には、その反する部分は、法令又は労

働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約には

適用しないとされています（労働契約法１３条）。 

  従って、それぞれの優劣順は、①法令（強行法規）、

②労働協約、③就業規則、④労働契約ということに

なります。 

６ これらの４つ（法令、労働協約、就業規則、労働

契約）のいずれかによって根拠づけられて権利義務

が生じ、労働者は使用者に対し、あるいは、使用者

は労働者に対し、法的な請求ができることになりま

す。 
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